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第２回秋田県建設業審議会担い手確保・育成小部会の概要について

１ 小部会の開催日時及び場所

平成２８年１０月１７日（月） 午後１時から４時まで

秋田地方総合庁舎 ６１０会議室

２ 出席した委員の氏名

川上洵、佐藤悟、荒川英俊、藤原佐知子、松橋雅子、二見千穂、齊藤麻美、松橋貞

一郞、佐藤有正、石川聡（委員１２名中１０名出席）

【アドバイザー】降籏達生（ハタコンサルタント（株））

【事務局】前佛和秀（秋田県建設部長）、柴田公博（秋田県建設部建設技監）、渡辺

雅人（建設部次長）、平川祐作（建設部建設政策課長）、田口秀男（建設

部技術管理課長）他

３ 議事の概要その他小部会の経過に関する事項

(1) 講演（午後１時から午後２時１０分まで）

演題：「建設業の担い手の確保・育成に関する取組について」

講師：ハタコンサルタント株式会社 代表取締役 降籏 達生 氏

(2) 議事（午後２時２０分から午後４時まで）

①担い手確保・育成のための施策について

建設業審議会及び第１回担い手確保・育成小部会における議論や意見を踏まえ、

取組テーマ毎の県内及び国・他都道府県の取組の現状及び今後考えられる県の取

組について、資料により事務局から説明がなされた後、議論が行われた。

【質疑応答・意見等の概要】

委 員： 女性の雇用について、入札参加資格審査において男女共同参画の取組

を評価しているが、具体的に女性を直接雇用することについて今後評価

する考えはあるか。

事務局： 入札参加資格審査においては、男女共同参画職場づくり事業で評価し

ている。

委 員： 若手技術者の育成の評価においては女性の雇用は評価していなかった

と思うが。

事務局： 総合評価落札方式においては、現時点では女性技術者に対する評価は

行っていない。
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委 員： 女性技術者についても積極的に評価できるよう、県においても導入を

検討してほしい。

事務局： 県内企業の女性技術者の在籍状況や、特定の業者のみが評価される状

況にならないよう実態を確認し、他県の取組も参考にしながら検討して

いく。

委 員： 日本の女性の就業者数が約２，７００万人、その中で建設業界で働く

方は約７５万人で３％と聞いている。これに対して秋田県はどういう状

況であるのか。

事務局： 平成２７年の生産年齢人口は約５８．７万人で全体の５６．６％とな

っている。平成４７年においては約３９．４万人で全体の５０．３％と、

県全体に占める生産年齢人口が自体がかなり減少する見込み。女性につ

いては建設産業団体連合会構成企業においては平成２６年は１１，０７

２人のうち女性は１，１４０人となっているが、事務職員が全体の８０

％程度で、技術者・技能者は約１０％となっている。

委 員： 人口自体が減少していく状況で、建設業だけが女性技術者を倍増する

という目標は達成可能なのか。

事務局： 男性の担い手も減少しており、女性の力を借りなければならないと考

えている。

委 員： 女性の生産年齢人口の傾向としては２５歳をピークに、出産・子育て

世代の３０歳前後が落ち込み、３５～３９歳で再度増加するといった「M

字カーブ」の特徴が見られ、日本は欧米に比べて「M 字カーブ」が顕著

だとことだが、この点について本県の現状はどのようになっているか。

委 員： 「M 字カーブ」は、日本国内では子育て世代がへこむという傾向にあ

るが、本県においては M 字部分のへこみが少ない状況であり、全国的に

見ても子育て世代の就業率が高い傾向がみられる。

委 員： このうち建設業の状況についてはどうなっているか。

委 員： 業種については個別の集計は行っていない。ただ、建設業だけ特別に

変動する要素がなければ、全体と同様の傾向（子育て世代の就業率が高

い）となるのではないかと推測される。

委 員： M 字カーブが下がらないことが良いか見極めが難しいところだが、就

職後技術を覚え、（出産等の）ブランクの後に頑張れるかというと、なか

なか難しいと思う。エンジニア育成の観点からいうと厳しいと感じる。

委 員： 会社に所属しながら女性建築士の委員会に参加する委員についても、

子供が産まれる年代になると会社を辞めてしまい、なかなか職場復帰で
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きない状況にある。現場は高齢化が進んで人手不足であり、出来るだけ

現場経験のある人に来てもらいたいが、掘り起こしできていない部分が

ある。

以前から現場作業を行う女性はおり、女性として特別扱いされている

わけではなく男性と一緒に働いていた。そういった方々が自分の子供に

は（自分のような）大変な思いをさせたくたいという考えで、親として

建設業への入職を反対する人が多いのではないかと推測している。

実際に仕事をしながら家庭も両立することは難しいことだと思うが、

仕事にかかわる達成感をもう一度経験してもらえば、働きつづけられる

と思う。ただ、職場復帰は（ブランク）以前と同じスタートを切るのは

難しいため、新規入職者も同様だが、現場復帰の研修機会を設け、その

研修費用に対しての助成、職場内研修をしている会社の評価や、職場復

帰に当たって最低限行うべき研修の実施を県内企業に伝えていく等の取

組を行わない限り、離職して復帰することのハードルが高いと感じる。

配偶者の収入だけでの生活が困難な場合は、離職せず働き続ける場合

や職場復帰する場合もあるが、一旦離職して再度就職する際に建設業で

ない別の業種を選択するケースがあり、経験者に声をかけても、復帰の

自信がないという理由で断られることもある。

委 員： 積み上げてきた技術・技能が子育てで途切れてしまうことは非常に損

失が大きい。辞めないで続けられるため、また、辞めたとしても蓄積し

たものを復帰する際に活かしてもらうためにはどうすればいいかという

２つの側面で考えるべきという議論があり、雇用する側としてもこの点

に取り組んでいくことや、行政としても考慮していくことが必要と考え

る。

助言者： 塗装会社の例だが、託児所を作ることで５０人ほどの会社規模の会社

だがここ２年で女性を２０人採用した。こうした取組に対する補助があ

れば企業も取り組みやすい。女性を採用するには（託児所を作ることが）

最大の対策。逆に言うと働くために最大のネックだということである。

委 員： 継続して勤務していても、現在の技術の発展は早く、常に勉強してい

る状況であるのに、ブランクにより（技術の面で）水をあけられ、復帰

がきつくなることが危惧される。例えば、離職者も家庭でＣＰＤ（技術

者の能力の維持・向上教育）とか、常に最新技術から離れないという仕

掛けがあればどうか。

事務局： 離職せざるを得ない方が職場復帰できるように、休職の間の研修や情
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報提供などのサポートが大切だと思う。

県の男女共同参画課等、関係部局に説明しながら対応を考えていきた

い。

委 員： 設計したり図面を引く等家庭で出来る部分もあるのではないか。仕事

の棲み分け的な方法で関わっていく方法もあるのではないか。

委 員： そのとおりと思う。ただ、最初は「自信が無い」というところから始

まるので、出来るだけ復帰に向けて段階を踏んでいくことが必要と思う。

働きながら子供を育てていく自信を後押しするためには、会社だけで

なく職能関係だったり地域の方の現場復帰までのサポートが必要なので

はと感じる。

助言者： 建築士は比較的在宅勤務をしやすいが、施工管理技士は現場に就かな

ければならないので在宅勤務は厳しい。建設業界はＩＴ業界に比べると技

術の進歩は緩やかであり、技術の進展において行かれる心配よりも現場か

ら何年も離れることへの不安の方が大きいと思う。

写真整理や施工計画等、出来る範囲で女性社員に在宅勤務をさせている

例がある。

事務局： 県内業者間、例えば建設産業団体連合会が中心になって離職せざるを

得ない方々をデータベース化し、そうした方々が復帰したいとなった時

に勉強会を開催し、その際に最新の情報を得ることで再スタートに活か

すという方法もあると考える。

助言者： 看護師の場合はナースバンクという仕組みがある。施工管理技士バン

クという仕組みを作り、そこに企業が依頼し、出社が難しい場合であっ

ても在宅で写真整理を依頼することから始める等も良い考え。

委 員： トイレの設置費用助成についても、実際に活かして助成を受け入れよ

うとする経営者の意識が必要。いくら制度を作っても利用されないのは

意味が無い。

委 員： 当社は会社が協力的。保育園の送迎等で普段から会社に協力を求める

ことで会社の理解を得て、自分も仕事がしやすい環境が作られたと思う。

自分も出産の際にブランクが空かないようにすぐに職場復帰した。

休んですぐ復帰したので体もすぐに慣れ、出産や、子供の保育園通園

への慣れも早く比較的スムーズだった。一番大変なのは保育園からの電

話。現場には自分しかおらず代わりがいない。そういう場面が大変だっ

たので、こういう場面で優遇できる環境が出来れば女性ももう少し現場

で働きやすくなると思う。
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助言者： 短時間勤務で例えば１０時から３時までの勤務とすることで、保育園

に迎えに行くことが可能となる。

委 員： 建設業界として女性を受け入れる意識については、来ていだけるので

あれば、当然いつでも受け入れる体制を構築しなければならない。個々

の企業だけでなく我々事業団体でフォローしていく目標としている。

平成２８年度の県の担い手確保育成支援事業においても、女性をター

ゲットとした研修会や女子会の開催に取り組んでいる事業団体に支援を

受けている。

委 員： ここまで女性を必要としていると公言し、業界組織と参加企業が同じ

思いで取り組んでいる業界は他にはない。この点はアピールポイントに

なる。もっとアピールに力を入れても良いのではないか。

建設女子会等、若手の育成に県内各地での取組もなかなか新聞紙面で

見かけない。情報アンテナに注目してもらうためにも情報発信にもっと

力を入れてほしい。

是非当局も業界の方も、イベントの場合はもっと力強くアピールする

ことをやってほしい。そういう姿勢がマスコミだけではなく若者や女性

の方々にも響くと思う。まだアピールが不足していると感じる。

これからけんせつ小町や若手の参画等の記事やニュースがたくさん出

てくることで風向きも変わってくる。せっかく良い取組をしているので、

もっと発信力を高めていただきたい。

助言者： 自分の教え子で、女性で左官業のれんが積みという分野に入った生徒

がおり、技能オリンピックの日本代表で出場した。

就職した会社が技能のレベルアップに取り組む雰囲気で、女性でも頑

張れば出来ると技能オリンピック参加に向けて練習をバックアップした。

是非企業の方々にも育成・チャレンジする雰囲気を作ることにより、

女性も頑張れば世界に技能で輝けるというのを参考に取り組んでほしい。

助言者： 日本の技能全国大会は毎年開催している。女性に限らず、男性におい

ても目標が出来ることで頑張る傾向。左官会社の話だが、技能オリンピ

ックに向けて現場経験で技能のレベルアップを図るため、造形があるよ

うな複雑な仕事を受注する反面、会社として通常の仕事も受注しつづけ

る必要もあり、このことが会社として負担という声を聞く。このような

取組をする会社を支援する方法もある。残業して練習させても残業代の

支給は会社としては当面は実入りのない投資。何らかの支援をすれば取

り組む会社も増える可能性がある。
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委 員： 適切な賃金について、周りにいる４０～５０代の技能者、特に中途転

職者で年収３００万円程度の人が多数いる。地域的に平均賃金が低い地

域ではあるが、４０～５０代の人がこの年収で子供を育てて学校に入れ

るのも大変。話を聞くと日給月給であるため仕事を休むと給料が減って

手取り１２万円くらいの月もあるとのこと。これでは生活できず配偶者

も働かざるをえない。

技能者のキャリアが評価されるのであれば給料もそれなりの額をもら

ってしかるべきだが給料に反映されていない。

公共工事については適正な価格で積算されているが、その経費が個々

の下請会社にきちんと渡っているのか、また下請会社は会社として職人

の職能に応じた最低賃金の支給されているのか気になっている。県内下

請業者の現状も知っておくべきではないか。

監理する技術者の雇用を守ることも必要だが、担い手として働いてい

る技能者の雇用も守っていかなければならない。

また、現場作業員の高齢化も進んでいる。例えば高所足場にはなるべ

く高齢の人を上らせないようにしても、若い人がいないので高齢の人が

上らざるを得ない状況。働き方として時間帯を変えるとか、仕事を分担

を分散するなどして高齢の方が現場を支え、その分若い方の給料を上げ

る等、働き方だけでなく環境と雇用の負担を変えていかないといけない

のではないか。

助言者： 原因の一因は下請の重層化。出来れば３次下請までの制限をするべき。

４次下請以下については、元請会社や協会等が主導して、（零細業者や個

人事業主を）集めて３次下請の会社にするとかリーダーシップをとって

ほしい。一人親方を集めて法人化することに取り組んでいる地域も実際

ある。４次５次になると絶対に所得が減る。どこかで主導して取り組ま

ないとやらないといけない。

委 員： どこかで取り組むとは具体的には。

助言者： 現状ゼネコンについては今も取り組んでいる。地域ゼネコンについて

はここまで取り組めていない。

委 員： 土木に関しては３次下請以下はほとんど見られない。ただ建築に関し

ては分業化が進み、３次下請以下の業者は元請業者も把握できていない

状況の現場もあると聞く。全体の（市場規模が）規模が小さくなってし

まったことや、地域ゼネコンが常用労働者を直接雇用しなくなったこと

が下請の重層化に拍車をかけていると我々は分析している。
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建築工事においては細分化した専門職に任せすぎたため、総合建設業

のマネジメント力が低下している。かつて全て自社で施工していたもの

を下請協力業者に施工させる状況が下請重層化の要因ではないかとも分

析している。

中には自社の労働者を増やす取組をしている会社も若干だがある。こ

うした取組に我々も力を入れるべく検討している。生産年齢人口が減っ

ている中、企業の労働者がいなくなり仕事が出来ない状況になっていく

のが将来見えている。企業も適正な利潤を抱えながらマンパワーを増や

していくのは難しいことだが、それをやらないと総合建設業という看板

を下ろさなければならない状況が来る。常用労働者を直接雇用する企業

体質に戻さなければならないということを内部で検討している。

我々の会員企業の後継は比較的うまく進んでおり、これら後継者で問

題を検討していく予定である。

委 員： ２９年度予算要求に向けて、発注者としての新たな取組、産業振興と

しての新たな取組を打ち出してもらい心強く思う。

今までも発注者としての取組は比較的よく取り組んでもらっていたが、

（建設部で）産業振興という切り口で事業を立ち上げてもらうことに非

常に期待している。是非予算を獲得していただくよう当局には努力をお

願いしたい。

委 員： 小学校の敷地内にある建築工事の設計監理を受注しており、比較的大

規模の建築工事が小学校近隣で施工される今回の機会において、上棟式

など地域の文化や習慣や、木造建築が出来ていく過程及びそこで働く人

たちの関わり等を見てもらうことを目的に、１２月に小学校の了承を得

て施工業者と協力して現場を公開することにしている。

公開にかかる費用は施工業者の負担となる。

建設業担い手確保・育成支援事業について、このような事業があるの

を承知していなかったため、この事業がどういう方法で助成されている

のか教えてほしい。

事務局： 建設業担い手確保・育成支援事業については建設業団体に支援する形

としている。ただし事業の申請は随時受付ではなく一定の受付期間が決

まっているため今年度は終了している。建設業団体と相談し、来年度募

集がある際は申請を検討してほしい。

委 員： 建設業に対するイメージをもっとアップしたい。やがてものづくりと

して建設業で働きたいという子供たちが育っていくことを期待して小学
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生を対象とするのがいいかと思っている。

助言者： 学校に今回のような現場見学等を建設会社が相談に行くと非常に警戒

される。また所管省庁がまたがっていると非常に相談に行きにくい。

県や国交省に是非お願いしたいのは、これらの機関との接着剤になっ

てお互いにお願いや話をしやすくなる環境を作ってほしい。

(3) その他

第３回担い手確保・育成小部会を１月１３日（金）午後１時３０分に開催する

ことで参加者の同意を得た。


